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期
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下
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の
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い
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対
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期
間
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四
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て
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三
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経
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す
る
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る
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あ
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ロ
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ウ
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経
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縮
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お
い
て
「
新
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ロ
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ロ
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ウ
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う
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初
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四
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て
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経
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末
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あ
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い
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新
型
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ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
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関
係
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係
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二
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第
一
項
第
二
号
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規
定
の
適

用
に
つ
い
て
は
、
同
号
イ
中
「

に
規
定
す
る
判

定
基
礎
期
間
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初
日
の
前
日
に
お
い
て
当
該
事
業

主
に
被
保
険
者
と
し
て
継
続
し
て
雇
用
さ
れ
た
期

間
が
六
箇
月
未
満
で
あ
る
被
保
険
者
、
解
雇
を
予

告
さ
れ
た
被
保
険
者
等
」
と
あ
る
の
は
「
解
雇
を

予
告
さ
れ
た
被
保
険
者
等
」
と
、
同
号
イ

中

「
当
該
事
業
主
が
指
定
し
た
日
（
前
号
イ
に
該
当

す
る
も
の
と
し
て
過
去
に
雇
用
調
整
助
成
金
の
支

給
を
受
け
た
こ
と
が
あ
る
事
業
主
に
あ
つ
て
は
、

当
該
指
定
し
た
日
が
当
該
事
業
主
の
直
前
の
対
象

期
間
の
満
了
の
日
の
翌
日
か
ら
起
算
し
て
一
年
を

超
え
て
い
る
も
の
に
限
る
。）か
ら
起
算
し
て
一

３

新
型
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ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
関
係
事
業
主
に

係
る
第
百
二
条
の
三
第
一
項
第
二
号
の
規
定
の
適

用
に
つ
い
て
は
、
同
号
イ
中
「

に
規
定
す
る
判

定
基
礎
期
間
の
初
日
の
前
日
に
お
い
て
当
該
事
業

主
に
被
保
険
者
と
し
て
継
続
し
て
雇
用
さ
れ
た
期

間
が
六
箇
月
未
満
で
あ
る
被
保
険
者
、
解
雇
を
予

告
さ
れ
た
被
保
険
者
等
」
と
あ
る
の
は
「
解
雇
を

予
告
さ
れ
た
被
保
険
者
等
」
と
、
同
号
イ

中

「
当
該
事
業
主
が
指
定
し
た
日
（
前
号
イ
に
該
当

す
る
も
の
と
し
て
過
去
に
雇
用
調
整
助
成
金
の
支

給
を
受
け
た
こ
と
が
あ
る
事
業
主
に
あ
つ
て
は
、

当
該
指
定
し
た
日
が
当
該
事
業
主
の
直
前
の
対
象

期
間
の
満
了
の
日
の
翌
日
か
ら
起
算
し
て
一
年
を

超
え
て
い
る
も
の
に
限
る
。）」
と
あ
る
の
は
「
当

令和年月日 月曜日 (号外特第号)官 報

〔
省

令
〕

〇
雇
用
保
険
法
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す

る
省
令
（
厚
生
労
働
二
一
四
）

〇
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
等
の
影
響

に
対
応
す
る
た
め
の
雇
用
保
険
法
の
臨
時

特
例
等
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
の
一
部

を
改
正
す
る
省
令
（
同
二
一
五
）

〇
押
印
を
求
め
る
手
続
の
見
直
し
等
の
た
め

の
経
済
産
業
省
関
係
省
令
の
一
部
を
改
正

す
る
省
令
（
経
済
産
業
九
二
）

〔
告

示
〕

〇
妊
娠
中
及
び
出
産
後
の
女
性
労
働
者
が
保

健
指
導
又
は
健
康
診
査
に
基
づ
く
指
導
事

項
を
守
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
す
る
た

め
に
事
業
主
が
講
ず
べ
き
措
置
に
関
す
る

指
針
の
一
部
を
改
正
す
る
件

（
厚
生
労
働
四
〇
二
）

〇
押
印
を
求
め
る
手
続
の
見
直
し
等
の
た
め

の
経
済
産
業
省
関
係
告
示
の
一
部
を
改
正

す
る
告
示
（
経
済
産
業
二
六
九
）


〇
厚
生
労
働
省
令
第
二
百
十
四
号

雇
用
保
険
法
（
昭
和
四
十
九
年
法
律
第
百
十
六
号
）
第
六
十
二
条
第
一
項
第
一
号
及
び
第
六
号
並
び
に
第
二
項
の
規

定
に
基
づ
き
、
雇
用
保
険
法
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

令
和
二
年
十
二
月
二
十
八
日

厚
生
労
働
大
臣

田
村

憲
久
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